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発行 ２３．１２．１９ 
 
      ＪＲ東労組 業務部 

労働条件に関する協約の遵守を求める申し入れ 団体交渉行う！ 申８号 

労働協約に基づいて申し入れをした結果、 
会社として課題認識を持ち是正を勝ち取る！ 

・電気ＳＩＯが文書発出した過程に対し

ての課題認識がある。 

・結果として協約違反との組合からの主

張を受け止め、課題と認識した。 

・協約に関して、本社・支社・現場に周

知していく。 

・社員間に不公平感があることへの課題

認識があること。 

・差額については、調査して精算方法も

含めて検討していく。 

・今後については、一機関の判断ではな

く本社として把握して判断していく。 

・東電総第 281 号（2021 年 9月 10 日）発出の「宿泊料の実費精算について（連絡）」は、本社として認識し

ていない。本社が把握したのは 2022年 10月に東電所からの照会によって把握した。 

・電 SI総第 221 号（2022年 11月 28日）において、旅費の取扱いの一部改正について（連絡）は、本社とし

て関知していない。本社が把握したのは 2023年 10月の組合からの申し入れによって把握した。 

組合員の率直な声をもとに、申し入れをして団体交渉を行いました！ 

私たちの労働条件を守るために労働協約は重要です！ 

ＪＲ東労組だからこそ実現した成果です！労働組合としてのチェック機能をさらに発揮しよう！ 
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